
基礎控除の見直し案 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて（平成29年度改正） 
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納税者本人の 
受ける控除額 

（注） 納税者本人の給与収入（合計所得金額）が1,120万円（900万円）超1,220万円（1,000万円）以下の場合でも控除が受けられることとし、控除額が逓減・ 
   消失する仕組みとする。具体的には、納税者本人の給与収入（合計所得金額）が1,120万円（900万円）以下の場合の「控除額」を、納税者本人の給与 
   収入（合計所得金額）が、①1,120～1,170万円（900～950万円）の場合には、その控除額の2/3、②1,170～1,220万円（950～1,000万円）の場合には、 
   その控除額の1/3とし、③1,220万円（1,000万円）を超える場合には消失することとする。（控除額は1万円未満切上げ） 

○ 納税者本人の給与収入が1,120万円以下の場合（合計所得金額が900万円以下の場合） 

納税者本人の 
所得制限 

見直し前：なし 
（配偶者特別控除は、給与1,220万円

（合計所得金額1,000万円）で消失） 

見直し後： 
給与1,120万円（合計所得金額900万円）から逓減開始し、

給与1,220万円（合計所得金額1,000万円）で消失 

配偶者控除 ※ 配偶者特別控除 

平成30年分以後の 
 所得税について適用 

※老人配偶者控除の場合、48万円 
  （現行制度どおり） 
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